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(57)【要約】
【課題】内視鏡が再使用可能となる時間に関する情報を
通知する技術を提供する。
【解決手段】担当者管理部４０は、内視鏡を再使用可能
にするための複数の工程の担当者候補を管理する。作業
時間保持部４２は、各工程の実績作業時間を担当者ごと
に保持する。時間導出部３４は、内視鏡が再使用可能と
なる時間に関する時間情報を、担当者管理部４０に管理
されている複数の工程の担当者候補、および作業時間保
持部４２に保持された各担当者の実績作業時間にもとづ
いて導出する。通知処理部３８は、時間導出部３４が導
出した時間情報を通知する。希少内視鏡判定部３６は、
内視鏡が希少内視鏡であるか否かを判定する。内視鏡が
希少内視鏡であることが判定された場合に、時間導出部
３４は、実際に工程を担当した担当者の実績作業時間に
もとづいて時間情報を再導出し、通知処理部３８は、導
出された時間情報を再通知する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を再使用可能にするための複数の工程の担当者候補を管理する担当者管理部と、
　各工程の実績作業時間を担当者ごとに保持する作業時間保持部と、
　内視鏡が再使用可能となる時間に関する時間情報を、前記担当者管理部に管理されてい
る複数の工程の担当者候補、および前記作業時間保持部に保持された各担当者の実績作業
時間にもとづいて導出する時間導出部と、
　前記時間導出部が導出した時間情報を通知する通知処理部と、
　内視鏡が希少内視鏡であるか否かを判定する希少内視鏡判定部と、を備え、
　内視鏡が希少内視鏡であることが判定された場合に、前記時間導出部は、実際に工程を
担当した担当者の実績作業時間にもとづいて時間情報を再導出し、
　前記通知処理部は、導出された時間情報を再通知する、
　ことを特徴とする内視鏡検査支援システム。
【請求項２】
　前記時間導出部は、検査での使用が完了したとき、内視鏡が再使用可能となる時間に関
する時間情報を導出する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡検査支援システム。
【請求項３】
　前記時間導出部は、漏水検査の開始時または用手洗浄の開始時に、内視鏡が再使用可能
となる時間に関する時間情報を導出する、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡検査支援システム。
【請求項４】
　実際に工程を担当する担当者が決定されたとき、前記時間導出部は、当該担当者の実績
作業時間にもとづいて、内視鏡が再使用可能となる時間に関する時間情報を再導出する、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の内視鏡検査支援システム。
【請求項５】
　１つの工程に対して複数の担当者候補が存在する場合、前記時間導出部は、複数の担当
者候補による実績作業時間の平均値を用いて、時間情報を導出する、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の内視鏡検査支援システム。
【請求項６】
　前記希少内視鏡判定部は、判定対象となる内視鏡が、所有本数ＡがＮ以下であり、且つ
（１日の平均検査使用数Ｂ／所有本数Ａ）がＭ以上となる機種の内視鏡である場合に、当
該機種の内視鏡を希少内視鏡と判定する、
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の内視鏡検査支援システム。
【請求項７】
　前記時間導出部は、２つの工程の間の待ち時間も用いて、時間情報を導出する、
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の内視鏡検査支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡検査を支援する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、内視鏡ステータスが、使用可能な状態に戻すための作業を行っている状
態すなわち洗浄中の状態にある場合に、洗浄工程が終了するまでの時間を推定することを
開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１１７３８２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　内視鏡検査の準備担当者は、検査開始前に、検査種別に対応する内視鏡を検査室に運び
込み、観測装置に接続する。この準備作業に時間がかかると、当日に予定されている他の
検査にも影響を及ぼす可能性があるため、準備担当者は検査が終了すると、次の検査で使
用する内視鏡を遅滞なく検査室に運び込むことが好ましい。通常、洗浄済の内視鏡は保管
棚に収納されるが、一日に多くの内視鏡検査を実施する医療施設では、検査の準備担当者
が洗浄室に、洗浄済の内視鏡を取りに行くことが多い。そのため検査の準備担当者に対し
て、内視鏡が再使用可能となる時間に関する情報を、効率的に知らせる仕組みを構築する
ことが望まれている。
【０００５】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、内視鏡が再使用可能
となる時間に関する情報を通知する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の内視鏡検査支援システムは、内視鏡を
再使用可能にするための複数の工程の担当者候補を管理する担当者管理部と、各工程の実
績作業時間を担当者ごとに保持する作業時間保持部と、内視鏡が再使用可能となる時間に
関する時間情報を、担当者管理部に管理されている複数の工程の担当者候補、および作業
時間保持部に保持された各担当者の実績作業時間にもとづいて導出する時間導出部と、時
間導出部が導出した時間情報を通知する通知処理部と、内視鏡が希少内視鏡であるか否か
を判定する希少内視鏡判定部と、を備える。内視鏡が希少内視鏡であることが判定された
場合に、時間導出部は、実際に工程を担当した担当者の実績作業時間にもとづいて時間情
報を再導出し、通知処理部は、導出された時間情報を再通知する。
【０００７】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、記
録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有
効である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、内視鏡が再使用可能となる時間に関する情報を通知する技術を提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例にかかる内視鏡検査支援システムの構成を示す図である。
【図２】管理装置の構成を示す図である。
【図３】内視鏡のステータス遷移を示す図である。
【図４】担当者管理部により管理される担当者候補の例を示す図である。
【図５】担当者の実績作業時間の例を示す図である。
【図６】希少機種の判定結果の例を示す図である。
【図７】内視鏡が使用可能となる時間情報の通知制御フローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、実施例にかかる内視鏡検査支援システム１の構成を示す。内視鏡３は識別情報
（スコープＩＤ）を有し、管理装置１０は内視鏡検査の業務フローにしたがって、スコー
プＩＤをもとに内視鏡３のステータスを管理する。実施例の内視鏡検査支援システム１に
おいて、管理装置１０は、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）などのネットワーク２
を介して、検査室に設けられた観測装置４、シンク５、表示装置７、洗浄室に設けられた
漏水検査装置１２、シンク１４、洗浄装置１６、乾燥装置１８および表示装置２０とそれ
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ぞれ通信可能に接続している。なお実施例では各作業工程で使用する機器等に、スコープ
ＩＤを読み取って管理装置１０に送信する機能を持たせているが、たとえば各作業工程の
実施場所に、スコープＩＤおよび担当者を識別するための識別情報（担当者ＩＤ）を読み
取って作業工程に紐付け、管理装置１０に送信する端末装置が用意されてもよい。また各
担当者が端末装置を保持して、工程開始前または工程開始後に、スコープＩＤおよび担当
者ＩＤを作業工程に紐付けて、管理装置１０に送信するようにしてもよい。いずれにして
も内視鏡検査支援システム１においては、スコープＩＤおよび担当者ＩＤが作業工程に紐
付けられて管理装置１０に送信される仕組みが用意されていることが好ましい。表示装置
７は、検査室に設置されたモニタであってもよいが、検査の準備担当者により保持される
端末装置であってもよい。
【００１１】
　図２は、管理装置１０の構成を示す。管理装置１０は、取得部３０、ステータス管理部
３２、時間導出部３４、希少内視鏡判定部３６、通知処理部３８、担当者管理部４０、作
業時間保持部４２、情報記録部４４および検査画像記録部５０を備える。これらの構成は
ハードウエア的には、任意のプロセッサ、メモリ、補助記憶装置、その他のＬＳＩで実現
でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、
ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これ
らの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっ
ていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【００１２】
　図３は、実施例における内視鏡３のステータス遷移図を示す。管理装置１０は内視鏡３
のステータスを、「使用中」（ＳＴ１）、「使用済」（ＳＴ２）、「ベッドサイド洗浄中
」（ＳＴ３）、「ベッドサイド洗浄済」（ＳＴ４）、「漏水検査中」（ＳＴ５）、「漏水
検査済」（ＳＴ６）、「用手洗浄中」（ＳＴ７）、「用手洗浄済」（ＳＴ８）、「機械洗
浄中」（ＳＴ９）、「機械洗浄済」（ＳＴ１０）、「乾燥中」（ＳＴ１１）、「乾燥済」
（ＳＴ１２）の１２のステータスで管理する。図３において、矢印の向きは、内視鏡ステ
ータスの代表的な遷移方向を示している。
【００１３】
　検査開始前、内視鏡３が看護師によって観測装置４に接続されると、観測装置４は、内
視鏡３のスコープＩＤを取得し、管理装置１０に送信する。観測装置４に設けられた検査
開始ボタンが操作されると、観測装置４は、検査開始を示す情報を管理装置１０に送信し
て、内視鏡検査が開始される。検査中、観測装置４は、内視鏡３で取得した画像データを
モニタにリアルタイム表示し、また内視鏡３のレリーズスイッチが押されたタイミングで
検査画像を取得して、管理装置１０に送信する。なお検査画像の送信先は、管理装置１０
以外のネットワークストレージや画像管理システムであってもよい。また取得した検査画
像は観測装置４に蓄積されて、検査終了後に、ＵＳＢメモリ等に読み出されてもよい。観
測装置４に設けられた検査終了ボタンが操作されると、観測装置４は、検査終了を示す情
報を管理装置１０に送信して、内視鏡検査が終了する。
【００１４】
　内視鏡３が観測装置４に接続されると、管理装置１０において取得部３０が、スコープ
ＩＤを取得して、情報記録部４４に記録する。その後、取得部３０が観測装置４から検査
開始情報を受信すると、スコープＩＤに関連づけて、受信した受信時刻と検査開始情報を
情報記録部４４に記録する。ここで受信時刻は、検査開始時刻に等しい。このときステー
タス管理部３２は、内視鏡３のステータスを「使用中」（ＳＴ１）に設定する。検査で内
視鏡３を使用中、観測装置４が検査画像データを管理装置１０に送信すると、取得部３０
が検査画像データを取得して、検査画像記録部５０に記録する。その後、取得部３０が、
観測装置４から検査終了情報を受信すると、スコープＩＤに関連づけて、受信した受信時
刻と検査終了情報を情報記録部４４に記録する。この受信時刻は、検査終了時刻に等しい
。このときステータス管理部３２は、内視鏡３のステータスを「使用済」（ＳＴ２）に設
定する。
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【００１５】
　検査終了直後、看護師等は検査室のシンク５において、内視鏡外表面の拭き取りと、吸
引・鉗子チャンネルの吸引洗浄を行う。この洗浄工程は、ベッドサイド洗浄とも呼ばれる
。
【００１６】
　ベッドサイド洗浄の担当者は、自身を識別するための識別情報（担当者ＩＤ）を記録し
たＩＤカードを有し、ベッドサイド洗浄の開始前に、シンク５の脇に配置されたＩＤ読取
部６にＩＤカードを接触またはかざすことで、ＩＤ読取部６に担当者ＩＤを読み取らせる
。また内視鏡には識別情報（スコープＩＤ）を印刷したテープが貼り付けられ、洗浄担当
者は、ベッドサイド洗浄の開始前に、テープを貼り付けた箇所をＩＤ読取部６に接触また
はかざすことで、ＩＤ読取部６にスコープＩＤを読み取らせる。スコープＩＤは、テープ
以外の形態（たとえば防水加工が施された形態）で内視鏡に付加されていてもよく、ＩＤ
読取部６により読み取り可能であればよい。なおベッドサイド洗浄の担当者は、担当者Ｉ
Ｄを記録したＲＦＩＤタグを有して、ＲＦＩＤリーダであるＩＤ読取部６に担当者ＩＤを
読み取らせてもよい。このとき内視鏡もスコープＩＤを記録したＲＦＩＤタグを有して、
ＩＤ読取部６にスコープＩＤを読み取らせてもよい。ＩＤ読取部６は、読み取った担当者
ＩＤおよびスコープＩＤを、ベッドサイド洗浄の開始情報として管理装置１０に送信する
。
【００１７】
　管理装置１０において、取得部３０が、ＩＤ読取部６から担当者ＩＤおよびスコープＩ
Ｄをベッドサイド洗浄の開始情報として受信すると、受信した受信時刻とともに、担当者
ＩＤおよびスコープＩＤを、ベッドサイド洗浄の開始情報として情報記録部４４に記録す
る。ここで受信時刻は、ベッドサイド洗浄の開始時刻に等しい。このときステータス管理
部３２は、内視鏡３のステータスを「ベッドサイド洗浄中」（ＳＴ３）に設定する。
【００１８】
　洗浄担当者は、担当者ＩＤおよびスコープＩＤをＩＤ読取部６に読み取らせた後、ベッ
ドサイド洗浄を開始する。ベッドサイド洗浄の担当者は、内視鏡外表面の拭き取りと、吸
引・鉗子チャンネルの吸引洗浄を行う。ベッドサイド洗浄を終了すると、担当者は、担当
者ＩＤおよびスコープＩＤを、ベッドサイド洗浄の終了情報としてＩＤ読取部６に読み取
らせる。ＩＤ読取部６は、読み取った担当者ＩＤおよびスコープＩＤを、ベッドサイド洗
浄の終了情報として管理装置１０に送信する。管理装置１０において、取得部３０が、Ｉ
Ｄ読取部６から担当者ＩＤおよびスコープＩＤをベッドサイド洗浄の終了情報として受信
すると、受信した受信時刻とともに、担当者ＩＤおよびスコープＩＤを、ベッドサイド洗
浄の終了情報として情報記録部４４に記録する。この受信時刻は、ベッドサイド洗浄の終
了時刻に等しい。このときステータス管理部３２は、内視鏡３のステータスを「ベッドサ
イド洗浄済」（ＳＴ４）に設定する。
【００１９】
　ベッドサイド洗浄の担当者は、ベッドサイド洗浄した内視鏡３を専用容器に入れて、周
囲に触れないように洗浄室に運び込む。洗浄室では、運び込まれた内視鏡３が、漏水検査
、用手洗浄、機械洗浄、乾燥の各工程を実施されて、検査で再使用可能な状態となる。
【００２０】
　洗浄室には、運び込まれた内視鏡３を漏水検査するための漏水検査装置１２、漏水検査
された内視鏡３を担当者が用手洗浄するためのシンク１４、用手洗浄された内視鏡３を自
動機械洗浄するための洗浄装置１６、自動機械洗浄された内視鏡３を乾燥するための乾燥
装置１８、内視鏡３のステータスなどを表示するための表示装置２０が設けられている。
なお実施例では内視鏡３が乾燥装置１８による乾燥工程を実施されるが、担当者が手作業
で乾燥工程を実施してもよい。表示装置２０は、洗浄室にいる全ての人が見ることのでき
る位置に設置されていることが好ましい。
【００２１】
　漏水検査の担当者は、漏水検査の開始前に、漏水検査装置１２に配置されたＩＤ読取部
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１３に、担当者のＩＤカードを接触またはかざし、また内視鏡３のスコープＩＤを印刷し
たテープを接触またはかざして、担当者ＩＤおよびスコープＩＤを読み取らせる。担当者
ＩＤおよびスコープＩＤのＩＤ読取部１３における読取処理は、ＩＤ読取部６における読
取処理と同様に実施される。漏水検査の担当者は、担当者ＩＤおよびスコープＩＤをＩＤ
読取部１３に読み取らせた後、検査室から運び込まれた内視鏡３を漏水検査装置１２にセ
ットし、検査開始ボタンを操作して、漏水検査を開始する。検査開始ボタンが操作される
と、ＩＤ読取部１３は、読み取った担当者ＩＤおよびスコープＩＤを、漏水検査の開始情
報として管理装置１０に送信する。管理装置１０において、取得部３０が、ＩＤ読取部１
３から担当者ＩＤおよびスコープＩＤを漏水検査の開始情報として受信すると、受信した
受信時刻とともに、担当者ＩＤおよびスコープＩＤを、漏水検査の開始情報として情報記
録部４４に記録する。この受信時刻は、漏水検査の開始時刻に等しい。このときステータ
ス管理部３２は、内視鏡３のステータスを「漏水検査中」（ＳＴ５）に設定する。
【００２２】
　漏水検査が終了すると、漏水検査装置１２は、漏水検査の終了情報を自動的に管理装置
１０に送信する。なお漏水検査の終了後、漏水検査の担当者が、担当者ＩＤおよびスコー
プＩＤをＩＤ読取部１３に読み取らせて、ＩＤ読取部１３が、読み取った担当者ＩＤおよ
びスコープＩＤを、漏水検査の終了情報として管理装置１０に送信してもよい。管理装置
１０において、取得部３０が漏水検査の終了情報を受信すると、受信した受信時刻ととも
に、担当者ＩＤおよびスコープＩＤを、漏水検査の終了情報として情報記録部４４に記録
する。この受信時刻は、漏水検査の終了時刻に等しい。このときステータス管理部３２は
、内視鏡３のステータスを「漏水検査済」（ＳＴ６）に設定する。
【００２３】
　用手洗浄の担当者は、用手洗浄の開始前に、シンク１４の脇に設置されたＩＤ読取部１
５に、担当者のＩＤカードを接触またはかざし、漏水検査で漏水のないことを確認された
内視鏡３のスコープＩＤを印刷したテープを接触またはかざして、担当者ＩＤおよびスコ
ープＩＤを読み取らせる。担当者ＩＤおよびスコープＩＤのＩＤ読取部１５における読取
処理は、ＩＤ読取部６における読取処理と同様に実施される。ＩＤ読取部１５は、読み取
った担当者ＩＤおよびスコープＩＤを、用手洗浄の開始情報として管理装置１０に送信す
る。管理装置１０において、取得部３０が、ＩＤ読取部１５から担当者ＩＤおよびスコー
プＩＤを用手洗浄の開始情報として受信すると、受信した受信時刻とともに、担当者ＩＤ
およびスコープＩＤを、用手洗浄の開始情報として情報記録部４４に記録する。ここで受
信時刻は、用手洗浄の開始時刻に等しい。このときステータス管理部３２は、内視鏡３の
ステータスを「用手洗浄中」（ＳＴ７）に設定する。
【００２４】
　用手洗浄の担当者は、担当者ＩＤおよびスコープＩＤをＩＤ読取部１５に読み取らせた
後、内視鏡３の用手洗浄を開始する。洗浄担当者は、内視鏡から送気・送水ボタン、吸引
ボタン、鉗子栓などを取り外し、流水で内視鏡外表面を洗浄する。それから洗浄担当者は
、専用のチャンネル洗浄ブラシを用いて、吸引・鉗子チャンネルをブラッシングする。ま
た取り外した送気・送水ボタン、吸引ボタン、鉗子栓をブラシを用いて洗浄する。
【００２５】
　用手洗浄が終了すると、洗浄担当者は、担当者ＩＤおよびスコープＩＤを、用手洗浄の
終了情報としてＩＤ読取部１５に読み取らせる。ＩＤ読取部１５は、読み取った担当者Ｉ
ＤおよびスコープＩＤを、用手洗浄の終了情報として管理装置１０に送信する。管理装置
１０において、取得部３０が、ＩＤ読取部１５から担当者ＩＤおよびスコープＩＤを用手
洗浄の終了情報として受信すると、受信した受信時刻とともに、担当者ＩＤおよびスコー
プＩＤを、用手洗浄の終了情報として情報記録部４４に記録する。この受信時刻は、用手
洗浄の終了時刻に等しい。このときステータス管理部３２は、内視鏡３のステータスを「
用手洗浄済」（ＳＴ８）に設定する。
【００２６】
　機械洗浄の担当者は、機械洗浄の開始前に、洗浄装置１６に配置されたＩＤ読取部１７
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に、担当者のＩＤカードを接触またはかざし、用手洗浄済みの内視鏡３のスコープＩＤを
印刷したテープを接触またはかざして、担当者ＩＤおよびスコープＩＤを読み取らせる。
担当者ＩＤおよびスコープＩＤのＩＤ読取部１７における読取処理は、ＩＤ読取部６にお
ける読取処理と同様に実施される。洗浄担当者は、担当者ＩＤおよびスコープＩＤをＩＤ
読取部１７に読み取らせた後、用手洗浄済の内視鏡３を、洗浄装置１６の洗浄槽にセット
し、内視鏡３の洗浄プログラムを選択してから洗浄開始ボタンを操作して、機械洗浄を開
始する。洗浄開始ボタンが操作されると、ＩＤ読取部１７は、読み取った担当者ＩＤおよ
びスコープＩＤを、機械洗浄の開始情報として管理装置１０に送信する。管理装置１０に
おいて、取得部３０が、ＩＤ読取部１７から担当者ＩＤおよびスコープＩＤを機械洗浄の
開始情報として受信すると、受信した受信時刻とともに、担当者ＩＤおよびスコープＩＤ
を、機械洗浄の開始情報として情報記録部４４に記録する。この受信時刻は、機械洗浄の
開始時刻に等しい。このときステータス管理部３２は、内視鏡３のステータスを「機械洗
浄中」（ＳＴ９）に設定する。
【００２７】
　機械洗浄が終了すると、洗浄装置１６は、機械洗浄の終了情報を自動的に管理装置１０
に送信する。なお機械洗浄の終了後、洗浄担当者が、担当者ＩＤおよびスコープＩＤをＩ
Ｄ読取部１７に読み取らせて、ＩＤ読取部１７が、読み取った担当者ＩＤおよびスコープ
ＩＤを、機械洗浄の終了情報として管理装置１０に送信してもよい。管理装置１０におい
て、取得部３０が機械洗浄の終了情報を受信すると、受信した受信時刻とともに、担当者
ＩＤおよびスコープＩＤを、機械洗浄の終了情報として情報記録部４４に記録する。この
受信時刻は、機械洗浄の終了時刻に等しい。このときステータス管理部３２は、内視鏡３
のステータスを「機械洗浄済」（ＳＴ１０）に設定する。
【００２８】
　乾燥工程の担当者は、乾燥工程の開始前に、乾燥装置１８に配置されたＩＤ読取部１９
に、担当者のＩＤカードを接触またはかざし、また内視鏡３のスコープＩＤを印刷したテ
ープを接触またはかざして、担当者ＩＤおよびスコープＩＤを読み取らせる。乾燥担当者
は、担当者ＩＤおよびスコープＩＤをＩＤ読取部１９に読み取らせた後、機械洗浄した内
視鏡３を乾燥装置１８にセットし、乾燥工程を開始する。ＩＤ読取部１９は、読み取った
担当者ＩＤおよびスコープＩＤを、乾燥工程の開始情報として管理装置１０に送信する。
管理装置１０において、取得部３０が、ＩＤ読取部１９から担当者ＩＤおよびスコープＩ
Ｄを乾燥工程の開始情報として受信すると、受信した受信時刻とともに、担当者ＩＤおよ
びスコープＩＤを、乾燥工程の開始情報として情報記録部４４に記録する。この受信時刻
は、乾燥工程の開始時刻に等しい。このときステータス管理部３２は、内視鏡３のステー
タスを「乾燥中」（ＳＴ１１）に設定する。
【００２９】
　乾燥工程が終了すると、乾燥装置１８は、乾燥工程の終了情報を自動的に管理装置１０
に送信する。なお乾燥工程の終了後、乾燥担当者が、担当者ＩＤおよびスコープＩＤをＩ
Ｄ読取部１９に読み取らせて、ＩＤ読取部１９が、読み取った担当者ＩＤおよびスコープ
ＩＤを、乾燥工程の終了情報として管理装置１０に送信してもよい。管理装置１０におい
て、取得部３０が乾燥工程の終了情報を受信すると、受信した受信時刻とともに、担当者
ＩＤおよびスコープＩＤを、乾燥工程の終了情報として情報記録部４４に記録する。この
受信時刻は、乾燥工程の終了時刻に等しい。このときステータス管理部３２は、内視鏡３
のステータスを「乾燥済」（ＳＴ１２）に設定する。
【００３０】
　なお乾燥工程は、乾燥装置１８によらずに、担当者が、機械洗浄された内視鏡３に残っ
た水分をタオルなどで拭き取ることで実施されてもよい。この場合であっても、洗浄室内
にＩＤ読取部１９が設けられ、乾燥担当者は、上記したように、乾燥作業の開始時および
終了時に、担当者ＩＤおよびスコープＩＤをＩＤ読取部１９に読み取らせることで、ステ
ータス管理部３２が、内視鏡３のステータスを適切に管理することができる。
【００３１】
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　このように内視鏡検査支援システム１においては、検査で使用済みの内視鏡３を再使用
可能にするために、ベッドサイド洗浄、漏水検査、用手洗浄、機械洗浄、乾燥の各工程が
、それぞれの担当者によって実施されて、検査に再使用可能な状態となる。なお使用済み
の内視鏡３以外であっても、洗浄終了後、１週間以上使用されていない内視鏡であったり
、また洗浄終了後の運搬中に落としてしまったような内視鏡も、あらためて洗浄する必要
がある。そのため内視鏡検査支援システム１において洗浄対象となる内視鏡は、使用済み
（未洗浄）のものに限らず、洗浄の必要がある内視鏡を含む。あらためて洗浄する必要が
ある場合、内視鏡は、漏水検査（ＳＴ５）または用手洗浄（ＳＴ７）から、再使用可能と
なるための工程を実施されることになる。
【００３２】
　内視鏡検査支援システム１では、以上のようにして管理装置１０が、内視鏡のステータ
スを管理する。ステータス管理部３２が、内視鏡検査の業務フローにしたがって内視鏡の
ステータスおよび担当者を管理することで、どの担当者が作業工程を実施しているかをリ
アルタイムで特定できる。ステータス管理部３２は、表示装置２０や表示装置７に現在の
内視鏡のステータスを表示させてもよい。また情報記録部４４が、内視鏡のステータス情
報の履歴を担当者ＩＤとともに記録することで、時間導出部３４が、担当者を軸とした統
計処理、具体的には各工程にかかった実績作業時間の算出を行うことができる。
【００３３】
　実施例の医療施設では、一日の検査業務の開始前に、工程ごとに１人以上の担当者候補
が割り当てられ、各工程における作業は、担当者候補のうちの１人が実施するように運用
される。管理装置１０は検査が終了すると、当該検査で使用された内視鏡３が再使用可能
となる時間に関する情報を、検査の準備担当者に通知する機能をもつ。検査終了時に通知
される時間情報は、あくまでも検査終了時に予測される時間情報であり、１つの作業工程
に複数の担当者候補が割り当てられている場合、どの担当者が作業工程を実施するかは、
検査終了時のタイミングでは分かっていない。それでも、検査で使用された内視鏡３が再
使用可能となる大まかな時間情報は、検査準備担当者からすると大体の目安として利用で
きるため、仮に正確な時間を導出できていない場合であっても、一応の役には立つと考え
られる。
【００３４】
　一方で、医療施設において希少な機種の内視鏡については、所有本数が少ないために、
検査準備担当者は、再使用可能となる時間に関する情報を、より正確に知りたいという要
望をもっている。そこで希少機種の内視鏡（以下「希少内視鏡」とも呼ぶ）については、
管理装置１０は、再使用可能となる大まかな時間に関する情報を検査準備担当者に通知し
た後、より正確な時間を導出できたときに、あらためて通知することが好ましい。以下、
その仕組みについて説明する。
【００３５】
　管理装置１０において、担当者管理部４０は、検査で使用済みの内視鏡を再使用可能に
するための複数の工程の担当者候補を管理する。
　図４は、担当者管理部４０により管理される担当者候補の例を示す。たとえば一日の業
務開始前に、検査に関与する看護師Ａ～Ｆのそれぞれの役割が割り当てられる。この例で
看護師Ａ、Ｂが、検査室の担当看護師として、ベッドサイド洗浄の担当者候補に割り当て
られている。このことは、看護師Ａか看護師Ｂのいずれかが、検査室におけるベッドサイ
ド洗浄を実施することを意味する。
【００３６】
　洗浄室における各工程に関し、看護師Ｃ、Ｄは、漏水検査の担当者候補に割り当てられ
、看護師Ｃ、Ｄ、Ｅは、用手洗浄の担当者候補に割り当てられ、看護師Ｄ、Ｅは、機械洗
浄の担当者候補に割り当てられ、看護師Ｅ、Ｆは、乾燥工程の担当者候補にそれぞれ割り
当てられている。担当者管理部４０は、各工程の担当者候補を、図４に示すように管理す
る。なお各工程における担当者候補は、任意のタイミングで変更されてもよく、たとえば
お昼休みを挟んで、各工程の担当者候補が更新されてもよい。担当者管理部４０は、複数
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の工程の最新の担当者候補を管理し、具体的には最新の担当者候補を各工程ごとに記憶す
る。
【００３７】
　作業時間保持部４２は、各工程の実績作業時間を担当者ごとに保持する。この実績作業
時間は、各担当者が過去に複数回実施した工程の作業時間を平均した時間として算出され
たものである。
　図５は、担当者の実績作業時間の例を示す。各作業工程に要する時間は、作業者の熟練
度に応じて異なることが通常である。たとえば用手洗浄のように手作業にかかる時間が作
業者ごとに異なることは一般に知られているが、機械洗浄のような工程であっても、洗浄
槽にセットする作業は手作業であるため、作業者によって作業時間も異なる。
【００３８】
　管理装置１０では、時間導出部３４が、情報記録部４４に記録されたステータス情報を
もとに、担当者により各作業に要した時間を導出する。たとえば看護師Ａがベッドサイド
洗浄を行った場合、時間導出部３４は、当該看護師Ａがベッドサイド洗浄を行った内視鏡
ステータスがＳＴ３からＳＴ４となるまでの時間を算出して、ベッドサイド洗浄に要した
時間を導出する。時間導出部３４は、過去の全ての作業時間を、担当者ごとに、また作業
工程ごとに平均化し、作業時間保持部４２に保持させてよいが、たとえば直近の数ヶ月に
おける作業時間を、担当者および作業工程ごとに平均化して、作業時間保持部４２に保持
させてもよい。
【００３９】
　時間導出部３４は、検査での内視鏡３の使用が完了したとき、使用済みの内視鏡３が再
使用可能となる時間に関する時間情報を導出する。この時間情報は、現時点から何分後に
再使用可能になるという情報であってもよく、また再使用可能になる時刻（何時何分）を
示す情報であってもよい。
【００４０】
　具体的に時間導出部３４は、使用済みの内視鏡が再使用可能となる時間に関する時間情
報を、担当者管理部４０に管理されている複数の工程の担当者候補、および作業時間保持
部４２に保持された各担当者の実績作業時間にもとづいて導出する。なお検査での内視鏡
３の使用が完了したとき、つまり検査終了時には、使用済みの内視鏡３を再使用可能とす
るための複数の工程で、誰が担当者となって作業をするかは定まっていない。そこで時間
導出部３４は、再使用可能となる時間を大まかに予想する。１つの工程に対して複数の担
当者候補が存在する場合、時間導出部３４は、複数の担当者候補による実績作業時間の平
均値を用いて、当該１つの工程に要する時間情報を導出する。
【００４１】
＜ベッドサイド洗浄の所要時間＞
　図４を参照して、ベッドサイド洗浄の担当者候補は、看護師Ａ、Ｂの２名である。図５
を参照して、看護師Ａのベッドサイド洗浄の実績作業時間は２分、看護師Ｂのベッドサイ
ド洗浄の実績作業時間は４分である。したがって時間導出部３４は、ベッドサイド洗浄の
所要時間を、３分（＝（２分＋４分）／２）と導出する。なお、この時間には、検査室に
おけるベッドサイド洗浄の終了後、洗浄室に運び込む時間が含まれていてよい。
【００４２】
＜漏水検査の所要時間＞
　図４を参照して、漏水検査の担当者候補は、看護師Ｃ、Ｄの２名である。図５を参照し
て、看護師Ｃの漏水検査の実績作業時間は３分、看護師Ｄの漏水検査の実績作業時間は７
分である。したがって時間導出部３４は、漏水検査の所要時間を、５分（＝（３分＋７分
）／２）と導出する。
【００４３】
＜用手洗浄の所要時間＞
　図４を参照して、用手洗浄の担当者候補は、看護師Ｃ、Ｄ、Ｅの３名である。図５を参
照して、看護師Ｃの用手洗浄の実績作業時間は４分、看護師Ｄの用手洗浄の実績作業時間
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は６分であり、看護師Ｅの用手洗浄の実績作業時間は５分である。したがって時間導出部
３４は、用手洗浄の所要時間を、５分（＝（４分＋６分＋５分）／３）と導出する。
【００４４】
＜機械洗浄の所要時間＞
　図４を参照して、機械洗浄の担当者候補は、看護師Ｄ、Ｅの２名である。図５を参照し
て、看護師Ｄの機械洗浄の実績作業時間は２０分であり、看護師Ｅの機械洗浄の実績作業
時間は２０分である。したがって時間導出部３４は、機械洗浄の所要時間を、２０分（＝
（２０分＋２０分）／２）と導出する。
【００４５】
＜乾燥工程の所要時間＞
　図４を参照して、乾燥工程の担当者候補は、看護師Ｅ、Ｆの２名である。図５を参照し
て、看護師Ｅの乾燥工程の実績作業時間は４分、看護師Ｆの乾燥工程の実績作業時間は６
分である。したがって時間導出部３４は、乾燥工程の所要時間を、５分（＝（４分＋６分
）／２）と導出する。
【００４６】
　以上のように、時間導出部３４は、各工程の所要時間を、複数の担当者候補の実績作業
時間を平均することで導出する。これにより時間導出部３４は、内視鏡が再使用可能とな
る時間に関する時間情報を、各工程の所要時間を加算して、３８分（＝３分＋５分＋５分
＋２０分＋５分）と導出する。つまり時間導出部３４は、使用済みの内視鏡が３８分後に
使用可能となることを導出する。
【００４７】
　なお時間導出部３４は、再使用可能となる時間情報を、２つの工程の間の待ち時間も用
いて導出することが好ましい。たとえば用手洗浄用のシンク１４が１台しかない場合、シ
ンク１４が使用中であって、用手洗浄の開始を待機しなければならないこともある。時間
導出部３４は、内視鏡の漏水検査が終了したときに、シンク１４における用手洗浄の残り
時間と、また用手洗浄を待機している他の内視鏡の本数とにもとづいて、漏水検査と用手
洗浄の間の待ち時間を導出し、再使用可能となる時間情報に加算する。なお、この計算処
理は、全ての工程間について実施され、時間導出部３４は、各待ち時間を加算することで
、使用済みの内視鏡が再使用可能となる時間に関する時間情報を導出する。たとえば漏水
検査と用手洗浄の間で２分待ち、用手洗浄と機械洗浄の間で５分待ちと導出されると、時
間導出部３４は、４５分（３８分＋２分＋５分）後に、使用済みの内視鏡が使用可能とな
ることを導出する。
【００４８】
　通知処理部３８は、時間導出部３４が導出した時間情報を、内視鏡の種別情報とともに
、検査の準備担当者に通知する。具体的に通知処理部３８は、時間情報を表示装置７に表
示してよく、また準備担当者の端末装置に通知してもよい。
【００４９】
　このように実施例の管理装置１０は、検査が終了すると、当該検査で使用した内視鏡３
が再使用可能となる時間に関する時間情報を、検査準備担当者に通知する。この時間情報
は、各工程における担当者が未定の状態で導出され、必ずしも正確な情報とは言えないが
、検査準備担当者は、検査終了時に、再使用できるようになる時間を通知されることで、
洗浄室に内視鏡３を取りに行く大体の目安となる時間を把握できる。
【００５０】
　たとえば、ルーチン検査で使用するルーチン機のように多数所有する機種の内視鏡に関
しては、検査準備担当者は、いま検査で使用したばかりの内視鏡以外にも多くの内視鏡が
存在していることを認識している。そのため検査で使用したばかりの内視鏡が再使用可能
となる時間については、大体の目安が知れればよい。一方で、希少な機種の内視鏡につい
ては、所有本数が少ないため、検査準備担当者は、再使用可能となる時間に関する情報を
、より正確に知りたい。そこで希少機種の内視鏡について管理装置１０は、再使用可能と
なる大まかな時間に関する情報を検査準備担当者に通知した後に、より正確な時間が確認
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できたときに、あらためて通知するようにする。
【００５１】
　希少内視鏡判定部３６は、使用済みの内視鏡が希少内視鏡であるか否かを判定する。希
少内視鏡判定部３６は、使用済みの内視鏡が、所有本数ＡがＮ以下であり、且つ（１日の
平均検査使用数Ｂ／所有本数Ａ）がＭ以上となる機種の内視鏡である場合に、当該機種の
内視鏡を希少内視鏡と判定する。希少内視鏡判定部３６は、一日の業務開始前に、希少内
視鏡の機種を特定するための判定処理を実施しておいてよい。これにより希少内視鏡判定
部３６は、内視鏡３の機種によって、希少内視鏡であるか否かを瞬時に判定できる。なお
希少内視鏡判定部３６は、内視鏡の管理責任者などにより指定された希少内視鏡の機種を
保持して、内視鏡３の機種が指定機種である場合に、希少内視鏡であることを判定するよ
うにしてもよい。
【００５２】
　図６は、希少機種の判定結果の例を示す。所有本数Ａは、医療施設が所有する同一機種
の内視鏡の本数を示し、１日の平均検査使用数Ｂは、該当する機種を使用した検査の１日
の平均数を示す。上記したように希少内視鏡判定部３６は、所有本数ＡがＮ以下であり、
且つ（１日の平均検査使用数Ｂ／所有本数Ａ）がＭ以上となる機種の内視鏡を、希少内視
鏡と判定する。医療施設において、Ｎ＝１、Ｍ＝３と設定されているものとする。
【００５３】
　ここで機種Ｐに関してみると、使用頻度（Ｂ／Ａ）は４であり、Ｍ以上であるが、所有
本数が４本と、Ｎより多い。そこで希少内視鏡判定部３６は、機種Ｐの内視鏡を希少内視
鏡と判定しない。図６に示す例で、希少機種として判定されるのは機種Ｒの内視鏡のみで
あり、希少内視鏡判定部３６は、使用済みの内視鏡のスコープＩＤがＧＥ０００１である
場合に、当該内視鏡が希少内視鏡であることを判定する。以下、使用済み内視鏡が、ＧＥ
０００１をスコープＩＤとする機種Ｒの内視鏡である場合について説明する。
【００５４】
　上記したように、検査終了直後、通知処理部３８は、検査の準備担当者に、内視鏡（Ｇ
Ｅ０００１）が再使用可能となる時間情報を通知する。その後、内視鏡（ＧＥ０００１）
は、ベッドサイド洗浄、漏水検査、用手洗浄、機械洗浄、乾燥の各工程を実施されるが、
各工程の実施前に、ステータス管理のために、担当者ＩＤおよびスコープＩＤが、各工程
ごとに設けられたＩＤ読取部から管理装置１０に送信される。そのため時間導出部３４は
、実際に工程を担当する担当者ＩＤを取得し、作業時間保持部４２の保持内容を参照して
、当該担当者による実績作業時間を読み出すことができる。そこで時間導出部３４は、実
際に作業工程を担当した担当者の実績作業時間にもとづいて、使用済みの内視鏡（ＧＥ０
００１）が再使用可能となる時間に関する時間情報を再導出する。
【００５５】
　たとえばベッドサイド洗浄が看護師Ａにより実施される場合、図５に示す作業時間保持
部４２の保持内容を参照して、時間導出部３４は、看護師Ａによるベッドサイド洗浄の実
績作業時間（２分）を読み出し、検査終了直後に導出した時間情報を更新する。時間導出
部３４は、検査終了直後、看護師Ａ、Ｂの実績作業時間の平均値をとって、ベッドサイド
洗浄にかかる時間を３分と算出していたため、看護師Ａによりベッドサイド洗浄が実施さ
れたことで、１分の短縮が見込まれることになる。通知処理部３８は、時間導出部３４に
より導出された時間情報を、検査準備担当者に再通知する。これにより検査準備担当者は
、より正確な時間情報を知ることができるようになる。
【００５６】
　このように時間導出部３４は、各工程を実施する担当者ＩＤを取得するたびに、内視鏡
が再使用可能となる時間に関する時間情報を再導出し、通知処理部３８は、再導出された
時間情報を、検査準備担当者に通知してよい。これにより検査準備担当者は、再使用可能
な時間が近づくについて、より正確な時間情報の通知を受けられるようになる。
【００５７】
　図７は、内視鏡が使用可能となる時間情報の通知制御フローを示す。内視鏡の検査での
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使用が完了したとき（Ｓ１００）、時間導出部３４は、使用済みの内視鏡が再使用可能と
なる時間に関する時間情報を、担当者管理部４０に管理されている複数の工程の担当者候
補、および作業時間保持部４２に保持された各担当者の実績作業時間にもとづいて導出す
る（Ｓ１０２）。通知処理部３８は、時間導出部３４が導出した時間情報を、検査の準備
担当者に通知する（Ｓ１０４）。
【００５８】
　このとき希少内視鏡判定部３６は、使用済み内視鏡が希少内視鏡であるか否かを判定す
る（Ｓ１０６）。当該内視鏡が希少内視鏡でない場合（Ｓ１０６のＮ）、たとえば当該内
視鏡が機種Ｐの内視鏡である場合（図６参照）、本フローは終了する。当該内視鏡が希少
内視鏡でない場合には、再使用可能となる正確な時間情報をあらためて通知する必要性に
乏しいためである。
【００５９】
　当該内視鏡が希少内視鏡である場合（Ｓ１０６のＹ）、時間情報の再通知処理が継続し
て実行される。使用済み内視鏡を再使用可能にするための工程で、実際に工程を担当する
担当者が決定されると（Ｓ１０８）、時間導出部３４は、当該担当者の実績作業時間にも
とづいて、使用済み内視鏡が再使用可能となる時間に関する時間情報を再導出する（Ｓ１
１０）。このとき、通知済の時間情報から変更があれば（Ｓ１１２のＹ）、通知処理部３
８は、再導出された時間情報を、検査の準備担当者に再通知する（Ｓ１１４）。なお、通
知済の時間情報から変更がなければ（Ｓ１１２のＮ）、通知処理部３８は、あらためて通
知する必要はない。担当者により実施された工程が最後の工程（乾燥工程）でなければ（
Ｓ１１６のＮ）、再度、Ｓ１０８に戻って、処理を継続する。一方で、担当者により実施
された工程が最後の工程であれば（Ｓ１１６のＹ）、本フローは終了する。
【００６０】
　なお図７に示す通知制御フローは、使用済み内視鏡に関するものであるが、上記したよ
うに、洗浄終了後、１週間以上使用されていない内視鏡であったり、また洗浄終了後の運
搬中に落としてしまったような内視鏡も、あらためて洗浄する必要がある。このような内
視鏡については、漏水検査の開始時または用手洗浄の開始時に、時間導出部３４が、内視
鏡が再使用可能となる時間に関する時間情報を導出し（Ｓ１０４）、以後、図７に示す各
ステップが実施されることになる。
【００６１】
　以上、本発明を複数の実施例をもとに説明した。これらの実施例は例示であり、それら
の各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした
変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。実施例では、希少
内視鏡である場合に、時間情報の再通知処理を継続して実行することを示したが、待ち時
間を正確に算出するためには、希少内視鏡以外の内視鏡についても各工程の担当者および
実績作業時間にもとづいて、使用済み内視鏡が再使用可能となる時間に関する時間情報を
逐次導出することが好ましい。
【００６２】
　実施例では、希少内視鏡判定部３６は、内視鏡の所有本数Ａおよび平均検査使用数Ｂに
もとづいて、判定対象となる内視鏡が希少内視鏡であるか否かを判定している。変形例で
は、希少内視鏡の機種が予め指定されており、判定対象となる内視鏡が、予め指定された
機種である場合に、希少内視鏡判定部３６が、希少内視鏡であることを判定してもよい。
【符号の説明】
【００６３】
１・・・内視鏡検査支援システム、３・・・内視鏡、７・・・表示装置、１０・・・管理
装置、３０・・・取得部、３２・・・ステータス管理部、３４・・・時間導出部、３６・
・・希少内視鏡判定部、３８・・・通知処理部、４０・・・担当者管理部、４２・・・作
業時間保持部、４４・・・情報記録部、５０・・・検査画像記録部。
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